
資料３

ビジョンの修正項目 箇所数

第２章の課題が、第３章のどの施策に示さ
れているかを付加。

1 No.45（目次、p.24）

第２章の課題が、第３章のどの施策に示さ
れているかを付加。
中でも重要な施策を抽出し付加。

1 No.37（２章の末に追加）

中でも重要な施策を抽出し付加。 1 No.43（２章の末に追加）

具体的な方法を整理し追記。 2 No.35 末端水質（p.49） No.27　有収率（p.81）

行っていることを記載（委員長より）
5 No.39　下水排除規制（p.37,59） No.41　雨水浸透（p.56） No.24,38　未接続（p.60）No.40　不明水（p.81）

図を修正（PDCAの図の対応） 1 No.30（p.50）

用語集への記述 2 No.31,32（資料編）

現状にグラフを追加 1 No.26（p.26）

水源系統図を追加 1 No.10（p.7）

特になし 33

総計 48

第３回までの経営審議会意見等の反映状況
意見番号　内容　修正ページ　

Ｈ３０年度　第４回　上下水道事業経営審議会
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No. 回 目次 頁 意見等・質疑内容 審議会での対応 ビジョンの修正

1 1

1.2.1　計
画の位置
づけ

2

計画の位置づけ、基本理念等の説明の中で、川越市の総合計画との整合
性について補足的な説明をしてほしい。

第四次総合計画で示す「水道水の安定供給」、
「治水事業の推進」、「公共下水道事業の充実」
を上下水道ビジョンに反映できるように作成して
いる。

特になし

2 1
1.1　策定
の趣旨

1
人口減少社会において、国、県等からもコンパクトシティを目指すよう
な指針が出ているがこの様な課題は、考慮されているのか。

ビジョンの持続、健全な経営、経営基盤の強化と
いう項目を示して、提案させていただいている。

特になし

3 1
1.1　策定
の趣旨 1

高齢化や人口減少により、病院や人口が市の中心の方に移ってくると今
の水道施設、下水道施設について、意識しながら整備し、無駄な投資に
ならないような検討はしているのか。

水道事業、下水道事業の必要性を考慮したうえで
事業を進めていきたいと考えている。

特になし

4 1

1.3　基本
理念

3

「快適な水辺空間」との記載があるが、川越市は川に囲まれているが、
川に流れている水に関してはどのように把握しているのか。

水質について、公共下水道では、処理場で放流水
質、特定事業場等は、市で検査、指導などもして
いる。
また、市民に対しては、家庭での排水時の注意事
項等をお知らせし啓蒙を行っている。

特になし

5 1

1.2.1　計
画の位置
づけ

2

川越市の上下水道ビジョン策定において、国会でも広域化、民営化、コ
ンセッションなどが議論されているが、その様な国の動向などの資料を
提供していただきたい。

水道法の改正等国の動向については、次回、簡単
にまとめたものでお示ししたい。

特になし

6 2

1.4.4　施
設の状況
（３）管
路

11

水道管路の管種別の割合では、塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管、配水
用ポリエチレン管の３種で全体の９９％を占めていることと、耐震化の
考え方で、ダクタイル鋳鉄管と配水用ポリエチレン管の２つの割合と耐
震化率２０％が一致しないことの考え方を教えていただきたい。

耐震化の考え方については、継手に耐震性がない
と管全体が耐震管とみなされない。以前に布設を
していたダクタイル鋳鉄管については、継手に耐
震性がないので耐震化率から除く。硬質ポリエチ
レン管については、現在布設している管は全て耐
震性を満たしている。

特になし

7 2

1.5.4　施
設の状況
（１）管
路

19

続けて下水道の方の考え方も一緒によろしいですか。鉄筋コンクリート
管が６９％、硬質塩化ビニル管が２５％、けれども耐震化率は１５％と
いう考え方を。

平成１１年度以降に布設したもの、及び一部管更
生や布設替えをしたものについては、耐震化とし
て数字をあげている状況である。

特になし

8 2

1.5.4　施
設の状況
（１）管
路

19

耐震化にはかなりお金がかかると考えてよろしいか。 まだまだお金はかかると思われる。 特になし

9 2

1.4　水道
事業の概
要

4

この「川越市上下水道事業の概要」というのはどういう報告書の位置づ
けなのか。

このあと説明させていただく第２章の方で現状と
課題をあげさせていただき、後日、第３章で現状
と課題に対する施策を御説明させていただきた
い。

特になし

10 2

1.4.3　水
源

7

私は南大塚に住んでいるが、県水だけを飲んでいるのか、福原の水は
まったく関係ないのか、一体どこの水を飲んでいるのかその辺がどうし
ても分からない。大変初歩的な質問で申し訳ないが、その辺を教えてい
ただきたい。

基本的には、中福受水場で受けた県水を委員のお
住まいのあたりに配水している。水の需要の多少
により、新宿浄水場や他の所から地下水を一緒に
混ぜて最終的には配水している。県水と地下水の
比は、基本的に９対１ぐらいだと認識していただ
ければいいと思う。

水源系統図を追加

11 2

1.4.3　水
源

7

水源について伺いたい。今、話にもあったが、９対１の数字の根拠を教
えていただきたい。

県水の運用について、協定の中で平成１２年度に
川越市を含む県西部は９割くらいとしたことを受
け、残り１割は地下水で運用している。今後につ
いては、そのバランスを協議している段階であ
る。

特になし

12 2

2.1.1　安
心

24

協定の中で決めてある数字だということは理解をした。今後、水需要が
減っている中で、この相対的な９対１という比率がこれから先どうなる
のか。減った分はどちらを減らしていくのか。地下水を利用し地盤沈下
の影響について科学的な根拠等があれば、また後日でも教えていただき
たい。

１５％くらいまでが目標である。その点について
は、私どもとしてもそのくらいの取水能力はあ
り、渇水等の際にもある程度は対応できると考え
ている。

特になし

13 2

2.1.1　安
心

24

市が自らの水源を持つということは、リスクの面からは必要だが、施設
の維持管理費がかかる。全量を県水となると、維持管理費だけを考えれ
ば、井戸を持たない方がいいのではないか。

４１本の施設を普段は全部使っていない状況であ
るが、リスクの部分として考えている。井戸の維
持管理費もかかっており、経費の削減に繋がるの
ではないかという話もあるが、日常的な運営をす
る上でも地下水は必要ということで御理解いただ
きたい。

特になし

14 2
1.4.5　経
営状況

13
・水道大口需要者の地下水転換に伴い、地盤沈下を抑制するための規制
はあるのか。

県である程度の条件を付けて許可を出しているの
ではないかと考える。

特になし

15 2

2.1.1　安
心

24

渇水等の災害時に２４時間フル稼働した場合、一日あたり何 の取水が
できるのか。井戸だけで実際に一日最大でどれだけ取水することができ
るのか。

過去最大取水量が一日約２９，０００ である
が、あくまで瞬間的な量である。現在一日で出せ
る最大量としては、１５，５００ ぐらいだと認
識している。

特になし

16 2

2.1.1　安
心

25

今まで貯水槽式だったものを直結式に替えたいという場合はマンション
側がその管の工事含めて全額負担しなければならないのか。何か補助の
ようなものはあるのか。

直結式の給水については拡大をしていきたいと考
えているが、どこの地域でも直結式にできるとい
うわけではない。地域によっては水圧が低い地域
もあり、道路の管の水圧を見て直結式は難しいと
きは、敷地内に増圧の施設を作っていただくよう
なお願いをしている。

特になし

17 2

2.2.1　生
活環境の
改善と向
上 34

未普及対策の課題に関して、以前は市街化調整区域の方でも、合併浄化
槽と比べて公共下水道の方がまだ費用対効果として高いというのが上下
水道局の考え方だったと思うが、このビジョンの中では、今後下水道事
業以外の生活排水処理事業と調整をとり、進めていくことが必要という
内容がある。いよいよ下水道の地域と合併浄化槽でないといけない地域
の住み分けを考え始める時期に入っていると考えた方がよろしいか。

今後見直しをかけていく必要があると認識してい
る。市街地に比べ市街化調整区域では一本の管で
接続する件数が少なくなり、費用対効果に問題が
ある。また、今後の人口が減ると便利な所に移り
住んでいき、今後市街化調整区域に下水道を広げ
ていくというのは見直しを検討していかなければ
ならないと認識している。

特になし

18 2

2.2.1　生
活環境の
改善と向
上

34

以前よく議会では、市街化調整区域全部を整備するのに、単純にあと１
００年かかるという話を聞いた。
下水道計画の計画区域を変更することが中々難しいという話を聞いたこ
とがあるが、以前に比べればできやすくはなっているのか。

これから県とよく調整をしながらこちらの事情を
説明して、全体計画の縮小が可能かどうかを協議
していくような状況だが、決して以前よりできや
すくなったということはない。ただ、今後そうい
うことも含めてしっかりと動いていかなければな
らない。

特になし

19 2

2.1.2　安
定

28

川越市内は広く、古谷水道復旧資材倉庫一か所で全域、大丈夫なのかと
漠然と感じている。

古谷の倉庫は、主に重要配水管というか、市場に
出回りにくい非常に大きな管の材料を用意してい
る。その箇所数については、市内全域に同規模の
倉庫を設けるというのは非常に厳しい状況であ
る。

特になし

20 2

2.1.3　持
続
2.2.3　持
続性の確

29
、
43

上水・下水両方とも最近赤字になってしまうということについて、収入
の方が減るというのは分かっているが、費用がだいぶ増えていく原因を
教えていただきたい。

一定量の管路延長や資材の維持管理をしていくた
めのお金が必要である。それに対し、収入の方が
減ってくるので結果的に赤字の方に転落していっ
てしまうということである。

特になし

21 2

2.1.3　持
続
2.2.3　持
続性の確
保

29
、
43

市は中期に向かって料金体系をどう考えているのかを教えていただきた
い。

高度成長期に造った多くの施設が老朽化してい
き、更新費用がかかるという現状の話までであ
る。
費用負担については現在考えてない。現状では、
ある財源の中でできる限りのことをやっていく。

特になし

22 2

2.2.3　持
続性の確
保

41

一般的に鉄筋コンクリート管の腐食による舗装が陥没したということ現
象は、川越市でも起き始めているのかどうか聞きたい

下水道管が腐食されて中の鉄筋が露出する現象
は、サイフォンのような、汚水が溜まるような所
で発生をする。そういう所では、やはり川越市で
も見られ、点検を行いつつ修繕を行っている。

特になし
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No. 回 目次 頁 意見等・質疑内容 審議会での対応 ビジョンの修正

23 2
2.2.3　持
続性の確
保

43
グラフでは、収入が減りながら支出がずっと一定になっている。維持管
理や更新が必要でありながら、支出が一定になっているというのは少し
不自然な気がするが。

維持管理費の支出を表しており管の更新や入れ替
え費用とはまた別の話である。

特になし

24 2

2.2.1　生
活環境の
改善と向
上 35

現在把握している中で下水道が整備された地域における未接続の件数や
その理由はどのようなものか。

平成２９年１０月２５日現在の下水道の接続状況
のデータを報告。未接続の理由は、市街化調整区
域では、すでに設置されている浄化槽がまだ丈夫
で、それが壊れるまでは接続しないということが
ある。さらに、受益者負担金の支払いや接続に係
る工事費といったお金がかかることから、接続率
が上がらない状況だと思われる。

行っていることを記
載（委員長より）

25 2

2.2.1　生
活環境の
改善と向
上

35

浄化槽もなく、公共下水道に接続もせずに川へ垂れ流しているような家
庭もあるように聞いているが、どの程度把握されているのか。

現在のところ、そういったケースは把握していな
い。

特になし

26 2

2.2.3　持
続性の確
保

43

・下水道の有収率は記載されていて、水道の有収率のグラフが入ってい
ない。（意見）

未回答 現状にグラフを追加

27 2

2.2.3　持
続性の確
保 43

下水道の有収率について、全国平均と比べるとこれは異常である。過去
から対策がなされていないということではないか。

私どもも大変大きな課題として捉えている。今
後、老朽管の更新と併せて管の入れ替え、あるい
は更生を行っていく中で改善を図っていきたい。
また、明らかに不明水が浸入しているような箇所
については、積極的に対応していかなければなら
ない。

具体的な方法を整理
し追記。

28 2
2.2.3　持
続性の確

43
不明水の量は、同規模都市と比べて、川越市は１０％程度多いというこ
とか。

他市に比べると、下水道に対する有収率は若干よ
くないというような認識でいる。

特になし

29 3

3.2.1　安
全

49

・見方を教えて欲しい。例えば４９ページを見ると、上部にある３．
２．１の隣に、四角で囲ってある「安全」が４８ページの基本体系の表
内で言う施策方針で、「（１）水質管理」が基本施策で、「１）水質管
理体制の強化」が事業で、「具体的取組」がＰＤＣＡのＤ、「評価指
標」がＣにあたるということでよろしいか。

見方は、ご理解の通り。４章の進行管理で再度説
明する。

特になし

30 3
3.2.1　安
全

50
・５０ページに水安全計画のイメージとあるが、これはイメージの図な
のか。きちんとした計画のように見えるが。

水安全計画は法に従ったもの。イメージを取る。 図を修正（PDCAの図
の対応）

31 3
3.2.2　循
環

57
・「NOx」等の用語は、市民が解っているという前提か。 専門的な用語については用語集を作成します。 用語集への記述

32 3

3.2.2　循
環

58

・５８ページにあるブロック化というのがどういうものか分からないた
め、教えていただきたい。

水道管の管網が市内に蜘蛛の巣のように配置され
ている。シミュレーションから３つのブロックに
することで、震災対策、電気効率の効果が、見込
める。

用語集への記述

33 3
3.2.1　安
全

50
・水安全計画運用の具体的取組の中で、水安全計画運用会議とあるが、
これは事務局が行うのか。誰が中心となって行うのか。

事務局を上下水道管理センターとし、関係する課
で運用しています。

特になし

34 3
3.2.2　循
環

57
・各種の環境対策の具体的な取組に関連して、川越市上下水道局または
市でも構わないが、電気自動車は所有しているか。

市として２台所有しています。上下水道局では０
台です。

特になし

35 3

3.2.1　安
全

49

・評価指標の目標欄に平均残留塩素濃度が０．１以上０．４以下と記載
がある。それに関する具体的取組が、「残留塩素濃度の平準化・低減化
を図ります」となっているが、低減化を図るための具体的な説明になっ
ていないように思われるのだが。

法律上、末端において0.1mg/ 以上おいしい水が
0.4mg/ 以下になるように塩素注入量を調整する方
法を検討。具体的な方法は。

具体的な方法を整理
し追記。

36 3

3.2.1　安
全 51

・小規模貯水槽の検査についてだが、点検・検査受検率２．９％という
のは、全国平均で言うと多い方なのか少ない方なのか。また、年に１度
の点検・検査の受検率が２．９％なのか。

埼玉県の資料で１０市調べたものありまして、全
体で２．４％です。低いところは川口市１．
４％、高いところでは草加市４．３％です。
点検検査は年１回受けたものです。

特になし

37 3

全体を通して課題が多すぎると感じる。問題だらけの組織である。施策
と課題がつながらない。長期なのか短期なのか、重要度が高いのか考慮
して整理すべき。

未回答 第２章の課題が、第
３章のどの施策に示
されているかを付
加。
中でも重要な施策を
抽出し付加。

38 3

2.2.1　生
活環境の
改善と向
上

35

・具体的取組にある接続指導を強化しますという部分については、具体
的に今何をしているのか。結局、未接続の問題はずっと変わっていな
い。対策指数などを設けてやっているのか。

３年以内の接続をお願いはしているが、罰則規制
はない。お願いに止まる。（下水道課長）

行っていることを記
載（委員長より）

39 3

2.2.1　生
活環境の
改善と向
上

37

・排水規制については、下水道基準等に適合していない特定事業者が依
然として６～７％ありますと書いてあるが、それらの事業所を指導して
いないのか。今後の課題にしている場合ではないと思う。

年２度の指導はしている。（センター長） 行っていることを記
載（委員長より）

40 3

3.2.3　強
靭

81

・不明水についても先日挙げられた課題にあったが、それも含めこの３
つの事業について、方向性は記載されているが、実際どのようなことを
しているのか教えていただきたい。

原因については、調査を行っている。また、県が
調査するので、併せて進めて行く。昨年の台風２
１号に関連する箇所も調査している。

行っていることを記
載（委員長より）

41 3
3.2.2　循
環 56

・「雨水浸透のイメージ」から市民は何を貢献できるかわからない。新
築の家には義務付けセットで売るような働きかけをすべきでは。具体的
に。

500ｍ2以上の民間開発については、強制的に設置、
個人によるものは、強制力はないものの補助を出
して進めている。（下水道課長）

行っていることを記
載（委員長より）

42 3
3.2.2　循
環 58

・配水エネルギーの低減化に効果のある県水の直送方式とあるが、先程
のブロック化に関連してこういうことがありうると理解してよろしい
か。

それぞれ別の取り組みである。落差発電も今後の
検討すべき内容である。

特になし

43 3

・課題にどういう風に取り組むのかというのが見えづらい。その原因
は、国から上下水道ビジョンの策定を指示され、おおよその枠組みが決
まった状態で策定しているため、一般的な話と川越市特有の事情に基づ
く課題とが一緒になっていることにあると思われる。そこで、地理的状
況や湧水などを含めた川越市に特徴的な部分や、また、川越市で既に
行っていることと、それに対する課題や成果に対する言及や分析等がも
う少し記載されると分かりやすいのではないだろうか。そんな感想を
持った。

未回答 中でも重要な施策を
抽出し付加。

44 3

3.2.2　循
環

60

・生活排水処理の適正化というテーマの中で、市街化調整区域の下水道
整備について、従来と方向性を変えるのか、それとも従来と一緒なのか
という部分だ。

基本的な考え方としては、既認可区域について
は、実施する予定である。それ以外について、環
境部と調整しながら検討して行く必要があるかも
しれない。

特になし

45 3

3.2　上下
水道事業
の基本体
系

48

・経営基盤がしっかりしていないと、耐震化も維持管理も出来ない。官
民連携も維持管理につながるし、基本体系の関連がわかりにくい。他の
整理が出来ないだろうか。

各事業にはそれぞれその目的、効果があります。
事務局においても市民に伝わりやすいものはどの
ようなものか議論した結果であるので、ご理解い
ただきたい。

第２章の課題が、第
３章のどの施策に示
されているかを付
加。

46 3
・もともと第４負担区が平成７年度に設定されて、その時点では、何年
で整備が終わる予定だったのか。

事業認可は５から７年で整備するものとしていま
したが、実際には伸びています。

特になし

47 3
・当時の事業管理者は、第４負担区の整備を、平成３２年には間違いな
く終わらせると言っていた。それが先程の話だと、それすらまた守れな
くなったということか。

老朽化対策にも着手する必要があった。維持管理
にも力を。少しずつだか進めている。

特になし

48 3

・市街化調整区域においては、下水道が通っても通らなくても困らない
ところもあれば、下水道が通らなければ住むことができない家もある。
そういった状況のなか、上下水道局は、いつまでに整備を終わらせると
か、こういう計画でやっていくといった答弁を、議事録にずっと残して
きている。そういうところをよく踏まえて、しっかり考えてやってほし
い。

未回答 特になし


